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新型コロナウイルス感染症ワクチ
ン接種について

接種が受けられる時期 　

最初は医療従事者、その後高齢者、基礎疾患を有する方などの順に接種を進めていく見込み

です。なお、高齢者への接種の開始は早くても４月1日以降になる見込みです。 

接種手続き 　

接種の時期より前に「接種券」が届きます。接種の手続きについては詳細が決まり次第、市

のホームページや来月市報でご案内いたします。 　ワクチン接種の際には、市より郵送され

る「接種券」、「予診票」と「本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」を必ずご持参く

ださい。

接種場所 　

原則として、住民票のある市町村で接種します。 　市が設置する接種会場や市内の医療機関

での接種を予定しています。具体的な場所は、決まり次第お知らせいたします。市の広報

（ホームページやSNS、市報等）でご確認ください。

接種回数 　

同じ種類のワクチンを一定の間隔をあけて、２回接種する見込みです。

費用　無料

接種を受ける際の同意

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行

ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。予防接種を受ける

方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、

自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはあり

ません。ワクチン接種による健康被害が生じたと認定された場合には、予防接種法に基づく

救済が受けられます。
 

相談予約コールセンター ☎ 050-5526-1940（※３月22日月より開設予定です） 　　宜野湾市健康増進課　☎ 098-898-5583



20歳以上の方は、学生も国民年金に加入

し、国民年金保険料を納めなければなりま

せん。

しかし、本人の前年の所得が基準額以下の

場合、国民年金保険料の納付が猶予される

「学生納付特例制度」があります。学生納

付特例は、申請時点から２年１カ月前まで

の期間を申請することができます。

対象者

大学（大学院）、短期大学、高等学校、専

門学校、各種学校（修業年限が1年以上）

等に在学している学生

受付開始日（令和3年度分）

４月１日（木）　郵送での申請もできま

す。また、申請者と同世帯の方であれば、

窓口での代理申請ができます（別世帯の場

合は委任状が必要）。

必要書類

①国民年金保険料学生納付特例申請書

②身分証明書（運転免許証、マイナンバー

カード等）

③学生証（写し可〈裏面に有効期限等の記

載がある場合は裏面も含む〉）、在学（在

籍）期間証明書（原本）のいずれか一つ

④失業した方は、雇用保険受給資格者証ま

たは雇用保険被保険者離職票等の写し

⑤新型コロナウイルス感染症の影響により

収入が減った方は、簡易な所得見込額の申

立書

令和3年度 国民年
金保険料学生納
付特例の申請が
始まります！

対象者　

保護者の共働き等、保育を必要とする事由があり、令和3年4月から

以下の施設やサービスを利用する児童

①新制度に移行していない私立幼稚園

（午前の幼児教育のみ利用の場合、保育を必要とする事由は不要で

す）

②認定こども園・新制度に移行した私立幼稚園・宜野湾市立幼稚園

　（1号認定で利用し、午後の預かり保育も利用する場合）

③新制度に移行した市立幼稚園・宜野湾市立幼稚園

　（午後の預かり保育も利用する場合）

④無償化対応の届出をしている認可外保育施設 

⑤一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事

業 

※0歳児～2歳児クラス（平成30年4月2日以降に生まれた児童）につ

いては住民税非課税世帯のみが対象 

※①②③を利用予定の場合、園へ申請書類の配布と回収をお願いし

ています。 

※保育を必要とする事由としては、就労等に月64時間以上従事して

いることが要件となります。 

※通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者負担になりま

す。  

問 　子育て支援課　☎893-4156 

令和3年4月からの幼児教
育・保育無償化の手続きに
ついて

その他のお知らせ

市民課窓口は、住所異動により、3月および4月は大変混
み合うため、お時間に余裕を持って手続きなさるようご
協力をお願いします

多言語生活ガイドブックが発刊されました


